
方
式
と
理
解
す
る
の
が
よ
い
。

　
な
お
代
理
投
票
を
巡
っ
て

は
、
認
知
症
の
高
齢
者
な
ど
に

も
代
理
投
票
の
制
度
が
存
在
し

て
お
り
、
そ
の
論
理
的
な
整
合

性
や
実
態
を
含
め
、
冷
静
な
議

論
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　
歴
史
を
概
観
す
る
と
、
民
主

主
義
は
選
挙
権
の
拡
大
と
と
も

に
発
展
し
て
き
た
。
日
本
初
の

制
限
選
挙
（
１
８
９
０
年
）
で

は
、

歳
以
上
で
直
接
国
税
を

円
以
上
納
め
る
男
性
（
全
人

口
の
１
％
）
に
し
か
選
挙
権
が

な
か
っ
た
。
そ
れ
が
徐
々
に
拡

大
し
、
１
９
２
５
年
に
は

歳

以
上
の
男
性
全
て
に
選
挙
権
が

基
本
的
に
認
め
ら
れ
た
。
だ
が

戦
前
は
女
性
に
選
挙
権
は
付
与

さ
れ
な
か
っ
た
。

　
戦
後
の
１
９
４
５
年
に
な
っ

て
よ
う
や
く
男
女
平
等
の
普
通

選
挙
が
認
め
ら
れ
、
年
齢
要
件

も

歳
以
上
に
引
き
下
げ
ら
れ

た
。
そ
し
て
２
０
１
５
年
、
選

挙
権
の
年
齢
要
件
は

歳
以
上

に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

　
世
界
を
見
渡
せ
ば
、
選
挙
権

が

歳
以
上
の
国
（
オ
ー
ス
ト

リ
ア
や
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
）
も
あ
る
。
な
ぜ
年
齢
要

件
を
さ
ら
に
引
き
下
げ
ら
れ
な

い
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
が

出
て
く
る
の
は
自
然
だ
。
例
え

年
時
点
の
割
合
は
・
６
％
だ
。

年
は

・
２
％
、

年
は

・
４
％
ま
で
上
昇
す
る
。

　
こ
れ
が
０
歳
選
挙
権
の
下
で

は

年
に

・
８
％
に
低
下
す

る
。

年
は

・
５
％
、

年

は

・
１
％
と
、
い
ず
れ
も
６

割
未
満
に
と
ど
ま
る
。

　
内
閣
府
「
国
民
生
活
に
関
す

る
世
論
調
査
」
（

年

月
調

査
）
を
み
る
と
、

〜

歳
の

世
代
は
力
点
を
置
く
べ
き
政
策

課
題
と
し
て
雇
用
問
題
や
教
育

を
高
い
順
位
に
挙
げ
る
。
一
方

で

歳
以
上
は
、
年
金
・
医
療

や
高
齢
社
会
対
策
を
高
い
順
位

に
位
置
付
け
る
。
高
齢
有
権
者

の
割
合
が
変
化
す
れ
ば
、
政
治

の
反
応
（
得
票
戦
略
）
も
変
わ

る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

　
ド
メ
イ
ン
投
票
方
式
を
導
入

す
る
と
、
出
生
率
が
上
昇
す
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
も

あ
る
。
理
論
的
に
可
能
性
は
あ

る
が
実
際
に
導
入
し
た
事
例
が

な
い
た
め
、
ど
の
程
度
の
効
果

が
あ
る
か
誰
も
分
か
ら
な
い
。

　
も
っ
と
も
ド
メ
イ
ン
投
票
方

式
が
実
現
す
る
と
、
子
ど
も
を

持
つ
世
帯
の
政
治
的
な
影
響
力

が
増
し
、
そ
れ
は
地
域
別
に
異

な
る
と
い
う
視
点
も
重
要
だ
。

　
出
生
率
の
底
上
げ
に
は
都
市

部
の
子
育
て
環
境
を
改
善
す
べ

き
だ
と
い
う
意
見
も
多
い
。
そ

の
象
徴
が
東
京
だ
。
東
京
の
合

計
特
殊
出
生
率
は
全
国
で
最
下

位
だ
が
、
別
の
指
標
で
は
見
え

る
風
景
も
変
わ
っ
て
く
る
。

　

年
の
国
勢
調
査
デ
ー
タ
か

ら
、
都
道
府
県
別
の
平
均
出
生

率
（
未
婚
を
含
む
出
産
可
能
な

〜

歳
の
女
性
人
口
１
０
０

０
人
当
た
り
の
出
生
数
）
を
計

算
す
る
と
、
東
京
は

・
５
で

最
下
位
で
な
く

位
と
な
る
。

都
心
３
区
（
千
代
田
区
・
港
区

ば

歳
や

歳
は
本
当
に
選
挙

権
が
持
て
な
い
の
か
。
こ
の
素

朴
な
疑
問
の
延
長
線
上
に
「
０

歳
選
挙
権
」
が
あ
る
。

　
こ
の
議
論
で
争
点
に
な
る
の

は
、
憲
法
と
の
関
係
だ
。
憲
法

条
３
項
で
は
「
公
務
員
の
選

挙
に
つ
い
て
は
、
成
年
者
に
よ

る
普
通
選
挙
を
保
障
す
る
」
と

定
め
る
。
こ
の
「
成
年
者
」
の

意
味
が
問
題
と
な
る
か
ら
だ
。

　
だ
が
衆
院
憲
法
審
査
会
の
資

料
は「
こ
こ
に
い
う『
成
年
者
』

は
民
法
上
の
成
年
を
意
味
す
る

の
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
。

（
略
）
い
ず
れ
の
見
解
も
、
憲

法
は
成
年
者
に
対
し
て
選
挙
権

を
保
障
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ

て
、
そ
れ
以
外
の
者
に
選
挙
権

を
与
え
る
こ
と
を
禁
じ
て
お
ら

ず
」
と
明
記
し
て
お
り
、

歳

未
満
の
子
ど
も
に
選
挙
権
を
付

与
す
る
可
能
性
を
否
定
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。法
務
省「
民

法
の
成
年
年
齢
の
引
き
下
げ
に

つ
い
て
の
最
終
報
告
書
」に
も
、

同
様
の
記
載
が
あ
る
。

　
む
し
ろ
興
味
深
い
の
は
、
国

政
選
挙
で
は
な
い
が
、
地
方
で

は

歳
未
満
に
も
投
票
権
を
認

め
て
住
民
投
票
を
行
っ
た
事
例

が
あ
る
こ
と
だ
。
例
え
ば
２
０

０
３
年
に
市
町
村
合
併
の
賛
否

で
、
北
海
道
奈
井
江
町
は
小
学

５
年
生
以
上
に
、
長
野
県
平
谷

村
や
佐
賀
県
三
瀬
村
（
現
・
佐

賀
市
）
は
中
学
生
以
上
に
住
民

投
票
を
認
め
て
い
る
。

　
仮
に
０
歳
選
挙
権
が
実
現
す

る
と
２
０
３
０
年
・

年
・

年
の
「
全
有
権
者
に
占
め
る

歳
以
上
の
割
合
」
は
ど
う
変
化

す
る
だ
ろ
う
か
（
表
参
照
）
。

　
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題

研
究
所
の
将
来
推
計
人
口
（

年
推
計
）
か
ら
計
算
す
る
と
、

選
挙
権
の
年
齢
要
件
が

歳
以

上
の
現
行
制
度
の
下
、
出
生
中

位
・
死
亡
中
位
の
ケ
ー
ス
で

　
日
本
の
人
口
減
少
や
少
子
高

齢
化
の
ス
ピ
ー
ド
は
す
さ
ま
じ

い
。
２
０
３
０
年
に
は

歳
以

上
が
全
有
権
者
に
占
め
る
割
合

は
６
割
を
超
え
る
勢
い
で
、
こ

の
よ
う
な
状
況
で
の
民
主
主
義

は
人
類
史
上
初
の
経
験
だ
。
都

市
部
と
地
方
の
１
票
の
格
差
拡

大
や
、
高
齢
者
の
利
益
が
優
先

さ
れ
る「
シ
ル
バ
ー
民
主
主
義
」

の
加
速
も
懸
念
さ
れ
る
。
そ
う

し
た
な
か
、
こ
こ

年
く
ら
い

で
選
挙
権
や
選
挙
制
度
の
あ
り

方
に
も
様
々
な
議
論
が
浮
か
び

上
が
っ
て
い
る
。

　
シ
ル
バ
ー
民
主
主
義
を
選
挙

制
度
で
是
正
す
る
た
め
、
有
権

者
の
人
口
構
成
比
に
応
じ
て
世

代
ご
と
に
議
員
の
議
席
数
を
配

分
す
る
「
世
代
別
選
挙
区
制
」

や
、
各
世
代
の
平
均
余
命
に
応

じ
て
世
代
ご
と
に
議
席
数
を
配

分
す
る
「
余
命
投
票
制
」
が
提

唱
さ
れ
て
き
た
。
最
近
、
導
入

に
言
及
す
る
政
治
家
が
現
れ
て

話
題
に
な
っ
た「
０
歳
選
挙
権
」

も
そ
の
一
つ
だ
。

　
０
歳
選
挙
権
は
米
国
の
人
口

統
計
学
者
ポ
ー
ル
・
ド
メ
イ
ン

氏
が
提
唱
し
た
。正
式
に
は「
ド

メ
イ
ン
投
票
方
式
」
と
呼
ぶ
。

０
歳
児
な
ど
の
子
ど
も
に
も
選

挙
権
を
付
与
し
、
親
が
代
理
で

投
票
す
る
仕
組
み
を
い
う
。
両

親
が
代
理
で
０
・
５
票
ず
つ
投

票
す
る
方
式
の
提
案
が
多
い

が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
母
親
に

追
加
で
１
票
を
付
与
す
る
法
案

が
提
案
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
代
理
投
票
が
１
人
１
票
の
原

則
に
反
す
る
と
い
う
批
判
も
あ

る
が
、
ド
メ
イ
ン
氏
が
問
題
視

す
る
の
は
、
人
口
の
一
定
割
合

を
占
め
る
子
ど
も
に
選
挙
権
が

な
い
こ
と
だ
。
こ
の
た
め
、
ま

ず
は
１
人
１
票
の
原
則
に
の
っ

と
り
、
選
挙
権
年
齢
引
き
下
げ

の
究
極
の
姿
と
し
て
０
歳
児
な

ど
の
子
ど
も
に
も
選
挙
権
を
付

与
す
る
こ
と
が
本
質
で
あ
る
。

そ
の
上
で
自
ら
が
投
票
で
き
な

い
場
合
に
親
が
代
理
投
票
す
る

・
中
央
区
）
に
限
定
す
る
と
、

値
は
・
７
で
２
位
に
な
る（
１

位
は
沖
縄
の

・
９
）
。

　
相
対
的
に
高
齢
化
率
が
高
い

地
方
よ
り
都
市
部
の
方
が
出
生

数
も
多
い
。
若
い
世
代
が
集
中

す
る
都
市
部
で
の
子
育
て
環
境

が
ド
メ
イ
ン
投
票
方
式
で
一
層

改
善
す
れ
ば
、
出
生
数
の
減
少

ス
ピ
ー
ド
に
一
定
の
歯
止
め
を

か
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
選
挙
制
度
で
は
ほ
か
に
被
選

挙
権
の
年
齢
引
き
下
げ
な
ど
の

議
論
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ま

だ
生
ま
れ
て
い
な
い
将
来
世
代

の
利
益
も
重
要
で
あ
る
。
選
挙

制
度
と
は
別
に
、
世
代
の
利
害

を
超
え
た
理
性
的
な
意
思
決
定

を
有
権
者
に
働
き
か
け
る
方
法

も
考
え
ら
れ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の

経
済
政
策
分
析
局
や
英
国
の
予

算
責
任
庁
の
よ
う
に
、
財
政
の

長
期
推
計
や
世
代
会
計
の
公
表

な
ど
を
担
う
独
立
財
政
機
関
の

設
置
が
検
討
課
題
と
な
る
。

　
ス
ペ
イ
ン
の
哲
学
者
ホ
セ
・

オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
ッ
ト
は

「
大
衆
の
反
逆
」
で
こ
う
主
張

し
た
。
「
民
主
主
義
は
、
そ
の

形
式
や
発
達
程
度
と
は
無
関
係

に
、
一
つ
の
と
る
に
た
り
な
い

技
術
的
細
目
に
そ
の
健
全
さ
を

左
右
さ
れ
る
。そ
の
細
目
と
は
、

選
挙
の
手
続
き
で
あ
る
。
そ
れ

以
外
の
こ
と
は
二
次
的
で
あ

る
。も
し
選
挙
制
度
が
適
切
で
、

現
実
に
合
致
し
て
い
れ
ば
、
な

に
も
か
も
う
ま
く
い
く
。
も
し

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ほ
か
の
こ

と
が
理
想
的
に
運
ん
で
も
、
な

に
も
か
も
だ
め
に
な
る
」

　
超
高
齢
化
社
会
の
到
来
は
こ

れ
か
ら
で
あ
る
。
財
政
や
世
代

間
格
差
の
問
題
解
決
も
ま
す
ま

す
重
要
と
な
る
。
意
思
決
定
の

土
台
と
な
る
民
主
主
義
の
あ
り

方
に
つ
い
て
も
、
今
か
ら
十
分

に
議
論
を
深
め
て
お
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
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０
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